
令和 8（2026）年度 

ジェネラリスト育成プログラム 
1. 背景・目的  

医療・看護を取り巻く状況は大きく変化しており、看護職には、あらゆる場での役割の発揮が期待

されている。今後も社会の労働人口の減少が続く中で、看護職が地域の多様な場であらゆる世代の

人々の健康を支えていくためには、看護職として複雑化・多様化する県民のニーズに応える体制を強

化するとともに、個々の看護職がその能力を一層有効に活用し、看護提供の質を保証することが求め

られている。その中で、病院はもとより在宅など様々な場で専門職としての役割を発揮していけるよ

う、看護職のキャリアに応じた継続教育に取り組んでいく必要があり、これまで以上に看護職一人ひ

とりが発揮する能力の向上が求められる。そのため、本プログラムは、急性期・慢性期領域の高度看

護実践能力の育成と専門職業人としてのキャリア（関心性、自律性、計画性）の成熟を期待し、自ら

考え行動できる専門職としての自覚に立ち、看護の専門性を十分に発揮し、安定的で質を確保した看

護の提供を実現していくことを目的として教育プログラムを策定した。 

2. 主催 公益社団法人茨城県看護協会 

3. 対象 臨床経験 3年以上の看護師 

4. 定員 25名 

5. 受講方法 

集合研修（次ページ参照）を 10日間受講する 

6. 期間 令和 8年 6月～12月 

7. 開催会場 茨城県看護研修センター 

8. 受講料 看護協会会員： 33,000円  

非会員： 55,000円   

9. 受講申し込み方法 

manaable からお申し込みください 

研修名 ：№2 令和 8（2026）年度 ジェネラリスト育成プログラム 

申込期間：令和 8年 4月 1日（水）～5月 23 日（土） 

※該当研修の個別申込は不要 

10.  受講手続き 

令和 8年度 茨城県看護協会教育計画記載の該当研修の開催日時に研修にお越しください 

6月 6日（土）はオリエンテーションを行いますので 9 時 15 分までに会場にお集まりください 

また、12月 3日（木）は修了証書授与があるため、終了が 16時を越えますので予めご了承ください 

 

11. 受講料の支払い 

ｍanaable 上で研修の申込結果が「承認」となりましたら、支払い方法を選択し 

5 月 30 日（土）までにお支払いください 

※期限内にお支払いができない場合は茨城県看護協会研修部にお問い合わせください 

※原則、受講料支払い後の返金はいたしません 

 

 

 

 

 

 

 



12. 内容 10 日間（50 時間） ※日程は変更する場合があります 

研修№ 研修日 研修名 講師（敬称略） 

113 6/6(土) 
論理的なレポート・論文の書き方 

〜「書くこと」の苦手意識をなくそう〜 

栗原 良子 

湘南医療大学 看護キャリア開発コアセンター 教員 

115 6/17(水) 

患者・家族との今どきトラブル対応法  

～組織で取り組もう。患者も看護職も安心で     

きる環境を～ 

平井 理心 

筑波大学附属病院 臨床医療管理部 臨床心理士 

浅野 芳徳 

ichijyo代表 

116 6/22(月) 
アドバンス・ケア・プランニン（ACP） 

～対象者の意思決定を共に支援しよう～ 

木澤 義之 

筑波大学医学医療系 教授 筑波大学附属病院 

緩和支持治療科長 /緩和ケアセンター部長 

119 7/2(木) 
「心が豊かになる」人とのつながり 

～あなたのみえかたをかえてみませんか？～ 

生越 達 

茨城大学 教育学部 特任教授 

128 9/17(木) 
救急看護（基礎編） 

～変化を見逃さず適切な処置をするために～ 

諸橋 卓 

総合病院 土浦協同病院 

クリティカルケア認定看護師 

129 10/21(水) 

救急看護（実践編）  

～危機的状況にある患者と家族対応を学び看

護実践につなげよう～ 

筑井 菜々子 

地域医療振興協会 

JADECOM-NDC 研修センター 研修・運営課 課長 

東京北医療センター総合診療科 診療看護師 

130 10/23(金) 看護職のためのリーダーシップ研修 
柳橋 礼子 

公益社団法人東京都看護協会 会長 

131 11/4(水) 

臨床看護における倫理的ジレンマとケア

リング理論の具現化 

-ケアリングの概念を通して自己の看護を振り返る- 

風間 郁子 

WyL株式会社 ウィル訪問看護ステーション江戸川  

がん看護専門看護師 

134 11/24(火) 
慢性疾患看護 

～長期的に支援する慢性期看護とは～ 

石原 未幸 

水府病院 慢性疾患看護専門看護師 

136 12/3(木) 
看護師をまもる法の話 

～知っていると現場で役立つ法の知識～ 

稲葉 一人 

いなば法律事務所 弁護士 

  
13. 修了要件 

令和 8（2026）年度開催の研修プログラムを全て修了した方に、本会会長名で修了証書を 

発行いたします 

※修了証書の発行には 1研修あたり研修時間の5分の 4以上の出席が必要です 

原則、出席時間が研修時間の 5分の 4を下回った場合、修了証の発行はできませんので予め 

ご了承ください 

 

14. その他 

  令和 6（2024）年度、令和 7（2025）年度ジェネラリスト育成プログラムにおいて、 

欠席した研修がある方は、今年度の該当研修を受講いただくことで今年度の修了証を発行いたします。 

申込時、備考に欠席した研修をご入力ください。 

 また、昨年度までのプログラムにない研修については、受講が必須となりますので、追加分の 

受講料（会員：3,300円、非会員：5,500円）をお支払いいただきます。 


